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車検手続きのデジタル化が開始されます 

〓お知らせ〓 
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認証工場を対象とする標記定期校正を、通達に基づき下記により実施致します。 

※ また、該当支部の事業場(認証工場)には追ってご案内しますが、予めご承

知置き下さい。 

支  部 実  施  日  実 施 場 所  時   間 

甲 府 北 令和５年３月 ８日（水）  甲府車検センター協業組合  9：30～16：00 

甲 府 南 ３月 ９日（木）  振 興 会  実 習 場  9：00～16：00 

日 下 部 ３月１５日（水）  振 興 会  実 習 場  9：00～16：00 

市    川 ３月２３日（木）  振 興 会  実 習 場  9：00～16：00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車検・点検案内はがき「お楽しみくじ」１１月分当選発表 

事業場 認証 支部 事業場 認証 支部

有泉自動車(株) 788 甲府東 御坂自動車修理工場 165 東八

（有）大木自動車 922 甲府西 （有）富士自動車 524 東八

三友自動車工業（有） 15 甲府南 米山自動車工場 629 東八

（有）塩部モータース 189 甲府北 佐野発動機工業 1050 東八

青木自動車商会 407 甲府北 GARAGE MISAKA 1396 東八

（有）カ―サ―ビス五味 1106 甲府北 （有）カードックＶＪオート 406 塩山

末木モータース 431 峡北 福田オート 447 塩山

（有）輿石自動車工業 665 韮崎 森山自工 842 塩山

ボディーショップフカサワ 986 韮崎 羽中田自動車工場 162 岳麓

田中自動車工場 996 韮崎 岳麓マツダ自動車（株） 292 岳麓

新津モータース 413 南アルプス南 栄新自動車整備工場 815 岳麓

（有）堀田自動車工場 669 南アルプス北 半田自動車整備工場 942 岳麓

清水モータース 858 南アルプス北 禾生自動車整備工場 341 都留

河野自動車整備工場 963 市川 杉林モータース 786 都留

保坂自動車 619 南巨摩北 宝オートサービス 1140 都留

CO・HC 測定器定期校正の実施について 
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 １２月１０日（土）から令和５年１月１０日（火）までの間、令和４年度「年末年始の輸送等に関する安全総点

検」を実施する旨、山梨運輸支局長より通達がありました。 

標記運動へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「年末年始の輸送等に関する安全総点検の実施」について 

令和４年度年末年始の輸送等に関する安全総点検実施細目（抜粋）               

                                                                山梨運輸支局 

○実施時期                            

令和４年１２月１０日（土）～令和５年１月１０日（火） 

 

○重要点検事項及び点検項目 

（１）社内規定等の整備 

① 作業の安全を図る安全服務規律等社内規程が制定されているか。  

② 社内規定の内容が適正であるか、また、従業員などに周知徹底されているか。 

（２）飲酒運転や薬物運転等を行わせないための安全対策の実施状況 

① 飲酒運転防止に対する指導・啓発活動を実施しているか。  

② 覚せい剤や危険ドラッグ等の薬物使用防止に対する指導・啓発活動を実施しているか。 

（３）日常点検整備、定期点検整備等の実施状況（特に大型自動車の脱輪事故防止対策及びスペア

タイヤ等の定期点検実施状況） 

① 自動車点検基準に基づく日常点検及び定期点検整備が的確に実施されているか。 

② 過積載、暴走等を助長するような車両の不正改造防止が徹底されているか。 

（４）新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインの遵守状況、新型インフルエンザ対応マニュ

アル、事業継続計画の策定状況、対策に必要な物資等の備蓄状況及び職場における感染防止

対策の周知・徹底状況などの感染症対策の実施状況 

① 新型コロナウイルス感染症に関する業種別の感染拡大予防ガイドラインを踏まえた、対策の

着実な実施に努めているか。 

② ポスター類の掲示、放送などにより、公共交通機関の車内・構内等におけるマスク着用、咳

エチケット等を呼びかけているか。 

③ インフルエンザ等の流行に備え、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするため

に、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めて

おく事業継続計画、または対応マニュアルが策定されているか。 

 

○実施事項 

 （１）整備事業者においては、自動車使用者に対し、日常点検、定期点検、定期点検整備の励行を

指導すること。また、後部座席を含むシートベルト着用の徹底とチャイルドシート使用の徹

底を図ること。 

 （２）リボンの着用、垂れ幕等を掲出するとともに、点検事項を掲示するなどして総点検の趣旨の

徹底を図ること。 


